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愛知県中小企業者等応援金事務局

中小法人・個人事業者等向け

※今後、更新する場合がありますので、申請時に最新版をご確認ください。
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中小企業者等応援金とは？

愛知県にて2021 年7月以降に実施した緊急事態措置及びまん延防止等

重点措置（以下「対象措置」という。）による休業要請・営業時間短縮要

請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小法人・

個人事業者等の事業の継続を支援することを目的として交付します。

応援金は「一般枠」と「酒類販売事業者枠」の２つの枠があり、各交付額

は下記の通りです。

─ 3 ─

（1）制度概要

〈交付額〉

一般枠 酒類販売事業者枠

2019年又は2020年の7月・8月・9月
の各月売上額から2021年7月・8月・9
月の各月の売上額を差し引いた額

2019年又は2020年の8月・9月の各
月売上額から2021年8月・9月の各月
の売上額を差し引いた額

なお、売上減少割合が50% 以上の場合
は、売上減少額のうち、国の月次支援金
による補填後の不足分

売上減少割合 中小法人 個人事業者

15%以上
70%未満

上限
20万円/月

上限
10万円/月

70%以上
90%未満

上限
40万円/月

上限
20万円/月

90%以上 上限
60万円/月

上限
30万円/月

売上減少割合 中小法人 個人事業者

30%以上
50%未満

上限
15万円/月

上限
7.5万円/月

売上減少割合 中小法人 個人事業者

30%以上
50%未満

上限
15万円/月

上限
7.5万円/月



応援金の交付対象者は、以下の(1) から(5) の要件をいずれも満たす必要があります。

(1) 下記の対象要件と、売上要件を満たすこと。

(2) 中小法人又は個人事業者であって本店又は主たる事務所が愛知県内にあること。
̞ 中小法人とは、資本金等が10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人
をいう。なお、「資本金等」については、｢基本金」を有する法人は「基本金の額」と、一般財団法人は「当該法人に拠出されている財産の
額」と読み替える。また、｢常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。
（パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事
業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。）

̞ 本店又は主たる事務所が愛知県内にある場合とは、確定申告書記載の納税地（個人にあっては確定申告書の「住所」欄上段に記載
の住所）が愛知県内であることをいう。

(3) 2021年3月31日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。

(4) 税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われる業務委託契約等に基づく事業活
動からの収入を主たる収入として得ている個人事業者等にあっては、被雇用者又は被
扶養者ではないこと。

（2）交付要件
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交付対象者は？

※売上の定義につきましては13ページをご確認ください

一般枠 酒類販売事業者枠

【対象要件】
■2021 年7月以降の対象措置に伴い、
休業要請・営業時間短縮要請を受けて
休業又は時短営業を実施している飲食
店と直接・間接の取引があること
又は

■

【対象要件】
2021年7月以降の対象措置に伴い、酒類
の提供停止を伴う営業時間短縮要請等に
応じた飲食店と直接・間接の取引があること

※酒類製造免許又は酒類販売業免許を
有すること

【売上要件】※
2021 年７月・8月・９月の各月（以
下「対象月」という。」の売上が、2019 
年又は2020 年（以下「比較年」とい
う。）の同月の売上と比較して30%以
上50%未満減少したこと

【売上要件】※
■2021 年８月・９月の各月（以下「対象
月」という。」の売上が、2019年又は2020年
(以下、「比較年」という。）の同月の売上と
比較して50%以上減少しており、国の「月
次支援金（対象月分）」が交付されること
（上乗せ）
又は

■対象月の売上が、比較年の同月の売上と
比較して30%以上50%未満減少したこと
（拡大）
又は

■対象月の売上が、比較年の同月の売上と
比較して15%以上30%未満減少し、かつ、
対象月の前月の売上が比較年の同月と比
較して、15%以上減少したこと（拡大）
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(5) 不交付要件に該当しないこと

下記の(ア)から(サ)までのいずれにも該当しないことが条件となります。

(ア) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122
号）に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託
営業」を行う事業者

(ウ) 政治団体

(エ) 宗教上の組織又は団体

(オ) 対象措置とは関係なく売上計上基準の変更や顧客との取引時期・営業日数の
調整等により対象月の売上が減少した場合

(カ) 売上要件を満たしている事業者であっても対象要件を満たさない場合

(キ) 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期など、通常事業収入を得られない
時期を対象月として、対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないに
も関わらず交付を申請する場合

(ク) 応援金交付枠の対象月と重複する愛知県感染防止対策協力金【営業時間短
縮要請枠】・【大規模施設等営業時間短縮要請枠】を受給した場合

(ケ) 国の月次支援金で対象月の交付を受けた場合（一般枠のみ）

(コ) 「愛知県中小企業者等応援金の申請に関する誓約書」の誓約事項及び同意の
項目（11ページ参照）について、誓約及び同意しない者

(サ) 前各号に掲げる者のほか、応援金の趣旨・目的に照らして交付が適当でないと知
事が判断する者



（3）交付対象となり得る事業者の具体例
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交付対象となり得る具体的な事業者は？

飲食店
対象月における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置による
休業・時短営業の要請に伴う協力金の交付対象の飲食店

（応援金の対象外）

食品加工・製造事業者 器具・備品事業者 サービス事業者

惣菜製造業者、食肉処理・製品
業者、水産加工業者、飲料加
工事業者、酒造業者 等

食器・調理器具・店舗の備品・
消耗品を販売する事業者等

接客サービス業者、清掃事業者、
廃棄物処理業者、広告事業者、
ソフトウェア事業者、設備工事業
者 等

流通関連事業者

業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農
協・漁協、貨物運送事業者等

飲食品・器具・備品等の生産者

農業者、漁業者、器具・備品製造事
業者 等

主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者★

旅行関連事業者

飲食事業者（飲食店、喫茶店等）、宿泊事業者
（ホテル、旅館等）、旅客運送事業者（タクシー、バス
等）、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯
楽サービス事業者（博物館、美術館、動物園、植物
園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行
団等）、小売事業者（土産物店等）等

その他事業者

文化・娯楽サービス事業者（映画館、カラオ
ケ等）、小売事業者（雑貨店、アパレル
ショップ等）、対人サービス事業者（理容店、
美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨
院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、
運転代行業等） 等

上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者

食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベン
ト出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者等

売上要件を満たしており、対象となり得る事業者に該当しても、緊急事態措置等に伴う飲食店の
休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていなければ、交付対象外です。

★本事業者に該当しても、対象月における
休業・時短営業の要請に伴う協力金を

交付された事業者は、応援金の交付対象外

出典：中小企業庁月次支援金事務局申請要領



ご注意ください！
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応援金

一般枠 酒類販売事業者枠

協力金

飲食店・
カラオケ設備

大規模施設・
テナント

国の月次支援金

7
月

8
月

9
月

¸ 応援金（【一般枠】【酒類販売事業者枠】）と愛知県感染防止対策

協力金（以下「協力金」という。）は、一方しか交付を受けられません。

¸ 応援金【一般枠】 と月次支援金は、同じ月において一方しか交付を受

けられません。

応援金と協力金は
併給不可

応援金【一般枠】
と同じ月の
月次支援金
は併給不可

上乗せ

拡大 8
月

9
月

7
月

8
月

9
月

※上乗せ、拡大の要件についてはP4参照



交付要件確認フロー

（4）交付要件の確認
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交付要件の確認

売上の減少割合により、申請額の上限及び計算方法が異なります。下記「交付要件確認
フロー」に従い、交付要件を満たすか、確認してください。
また、申請は一度のみとなります。

個人事業者で青色申告、白色申告又は雑所得・給与所得が主たる収入の方は、
13ページの「売上の定義」を確認した上で、判定を行ってください。
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No 資料
通常申請 簡易申請

電
子

郵
送

電
子

郵
送

1 申請書 ¸交付申請書兼請求書（様式第1-2号） 画面
入力 ●

画面
入力 ●

2 応援金申請額計算書 ¸応援金申請額計算書 ● ● ● ●

3 誓約書 ¸誓約書（様式2-2号）
法人の代表者又は個人事業者の方が自署してください

● ● ● ●

4 取引先が分かる書類 ¸取引先情報一覧（様式3-2号） ● ● ● ●

5 本店又は主たる
事務所が県内にある
ことが分かる書類

¸直近の確定申告書の写し* 1

(No.6で2020年分を提出する場合は不要) ● ● － －

6 売上が確認できる
書類

¸確定申告書の写し* 1(比較年月「2019年7月・8月・9月又は2020年
7月・8月・9月」を含む年のもの※）
【法人の場合】法人税申告書別表一、及び法人事業概況説明書
【個人の場合】所得税確定申告書B、及び
(青色申告の方)青色申告決算書 (白色申告の方)収支内訳書

● ● ● ●

7 ¸売上帳など帳簿の写し(2021 年7月・8月・9月の売上が分かるもの※）
(酒類販売事業者枠のみの申請の場合は2021年8月・9月の売上が分かるもの)

● ● ● ●

8 本人確認書類の
写し

【法人の場合】 以下2点とも必要
¸履歴事項全部証明書の写し(申請日前３か月以内に発行されたもの)
¸代表者の氏名、生年月日、住所が確認できる書類の写し

● ● － ー

【個人の場合】
¸氏名、生年月日、住所が確認できる書類の写し

● ● ー －

9 振込先口座が分かる書類¸申請書に記入した口座の通帳の写し ● ● － －

10 月次支援金(対象月分)
の交付又は申請が確認
できる書類

【酒類販売事業者枠（上乗せ）を申請する場合】
¸月次支援金（対象月分）が交付されていることを確認できる書類の写
し (交付されていない場合は申請していることが確認できる書類の写し)

〇 〇 〇 〇

11 個人事業者の雑・給与
所得の発生が分かる書
類

【個人事業者の雑・給与所得を根拠とする場合】 以下3点とも必要
¸業務委託契約書の写し等、又は愛知県中小企業者等応援金業務委
託契約等契約申立書

¸業務委託契約等による収入があることを示す書類の写し
(例：支払調書の写し、源泉徴収票の写し、給与に係る支払明細書の
写し、業務委託に係る支払明細書の写し)

¸国民健康保険証の写し(資格取得日が2019年以前のものに限る)

〇 〇 〇 〇

●必須書類
〇該当する場合のみ

* 1確定申告書の写しには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字)されて
いることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を
添付することが必要です。いずれも存在しない個人事業者の場合には、添付する確定申告書類の年度の「納税証明書(その２所得金額
用)」(事業所得金額の記載があるもの)又は「課税証明書」(もしくは「非課税証明書」)を合わせて添付することが必要です。その他、特設
サイトより「特例について」をダウンロードして「証拠書類等に関する特例」をご確認ください。
※酒類販売事業者枠で2021年の対象月の売上減少割合が15％以上 30％未満の場合は、追加で対象月の前月を含むものも提出
してください。

提出資料の様式については特設サイトからダウンロードいただけます。2021年4月～6月の売上減少
を対象とした応援金に申請された方で、下記のa～cの内容に全て当てはまる方は、簡易申請を行う
ことができます。

a. 前回の申請以降確定申告を行っておらず、本店又は主たる事務所に変更がない
b. 本人確認書類に変更がない
c. 振込先口座に変更がない

（5）提出書類一覧



添付書類全般に係る不備

申請内容に不備がある場合は、不備修正を依頼します。その際には審査に
時間を要しますので、申請前に申請内容が適切であるかをご確認ください。
※交付要件を満たさないおそれがある場合は、追加証拠書類の提出を依頼し、さらに審査にお
時間をいただく場合があります。

1.添付ファイルにパスワードが設定されている

2.画像がぼやけて情報が判読できない

3.撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている

4.申請している法人とは別の法人等の書類が添付されている

添付書類個別の不備

1.パスワードが設定されている 2.ぼやけている 3.見切れている

Å確定申告書別表一ではなく、消費税の確定申告書が添付されている

Å確定申告書別表一ではなく、地方税の第6号様式が添付されている

Å該当する年度のものではない確定申告書が添付されている

Å申請画面で入力した売上高と、法人事業概況説明書に記載されている売上高が異なる

Å法人事業概況説明書の1枚目に売上高の記載がない

Å法人事業概況説明書の2枚目に月別の売上高の記載がない

Å収受日付印がない

Å (収受日付印がない場合)e -taxの受信通知（メール詳細）の添付がない

Å (申告内容の更生を請求している場合)更生通知書の添付がない

̞売上高の差異が新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金や新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団

体による営業時間短縮営業に伴い支払われる協力金などを除いたことによるものである場合を除く

1.確定申告書類等

2.本人確認書類

Å反射した状態で撮影されていて、確認できない文字がある

Å申請日時点で有効な書類でない

３.売上台帳

Å月の記載がなく、対象月の事業収入であることが確認できない

Å添付書類が事業収入であることが確認できない（例：請求書、領収書等）

Å対象月の事業収入合計が明記されていない

（ご参考）添付書類の注意事項
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４.口座情報

Å法人申請で、法人名義ではなく個人名義の口座情報が添付されている

Å口座名義のカナ表記が通帳と申請書で一致していない



（6）保存資料

Å申請時に提出することは不要ですが、申請後に保存書類の提出を求める等の調査を行う
ことがあります。そのため、求めに応じて速やかに提出できるよう、電磁的記録等により７年
間保存してください。

Å調査の際、保存書類がない場合又は不十分な場合には、「保存書類が存在しない、又は
不十分な理由」や「飲食店の休業・時短営業の影響をどのように受けたのか」等を確認しま
す。加えて、申請者の販売・提供先等への調査について、申請者にも協力を求める場合
があります。
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保存しなければならない資料とは？

飲食店の休業・時短営業の影響

申請区分

一般枠(A)

対象措置実施地域内で
休業又は時短営業を実施
している飲食店との取引関係

直接取引

保存書類

対象措置実施地域内で休業要請・営業時間短縮要請を受けた飲食店との反復継
続した取引※を示す「帳簿書類及び通帳」。

酒類販
売事業
者枠

(B)

外出自粛等の影響

事業者の区分

(C)
主に対面で「個人顧客」向けに「商品の販売」又は「サービス
の提供」を継続的に行っていることにより影響を受けた事業者

保存書類

個人顧客との継続した取引（毎日複数回の取引を行って
いること。以下同じ。）を示す「帳簿書類及び通帳」並びに
「商品・サービスの一覧表、店舗写真」

(D)
(C)の事業者に、直接、「商品の販売」又は「サービスの提
供」を反復継続して行っていることにより影響を受けた事業者

(C)の事業者との反復継続した取引を示す「帳簿書類及
び通帳」

(E)
(C)の事業者に、販売・提供先を経由して、「商品の販売」又
は「サービスの提供」を反復継続して行っていることにより影響
を受けた事業者

(C)の事業者に「商品の販売」又は「サービスの提供」を行っ
ている販売・提供先との反復継続した取引を示す「帳簿書
類及び通帳」

上記の証拠書類等を保存していたとしても、対象措置実施地域内において対面で個人顧客向けに商品の
販売・サービスの提供を反復継続して行っていないなど、交付要件に該当しない場合は交付対象外です。

酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請等に応じた飲食店との反復継続した
取引を示す「帳簿書類及び通帳」。

※「反復継続した取引」とは、2019年の7～9月又は2020年の7～9月の期間において複数回の取引を行っていることを指す。ただし、契約形態等により
複数回の取引を行っていない場合は、1回の取引がその事業の主たる取引となっていれば、その取引を示す「帳簿書類及び通帳」でも可。（以下同じ。）

間接取引
対象措置実施地域内で休業要請・営業時間短縮要請を受けた飲食店の間接取
引先（卸売市場、流通事業者等）との反復継続した取引を示す「帳簿書類及び
通帳」。

直接取引

間接取引
酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請等に応じた飲食店の間接取引先
（卸売市場、流通事業者等）との反復継続した取引を示す「帳簿書類及び通帳」。



（7）誓約書
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交付要綱第5条の規定に基づき、次の1.から11.までのいずれにも誓約する必要がありま
す。 また、虚偽の誓約を行った場合や誓約事項に違反した場合は、速やかに応援金の交
付の辞退又は返還を行っていただきます。

誓約書とは？

誓約・同意した

日付を記載

申請者本人の

自署(フルネーム)

※「電子署名」また

は「ゴム印・印字＋

代表者印」でも可



交付要件における対象月及び比較年の同月の「売上」を下記の金額とします。
但し、下記売上から家事消費、及び雑収入のうち事業に関わらない金額（新型コロナ
ウイルス感染症対策として国又は地方公共団体により申請者に支払われた給付金、
補助金、助成金等）を除いてください。

※1 1年間の売上は「確定申告書B第一表の収入金額等の事業(営業等・農業)の合計」のうち、事業に関わ
る収入とする。家事消費、及び雑収入のうち事業に関わらない金額（新型コロナウイルス感染症対策として国
又は地方公共団体により申請者に支払われた給付金、補助金、助成金等）が含まれている場合は除いてくだ
さい。

※2 1年間の売上は「年間業務委託契約等に記載の事業収入※3」とする。

※3申請者が個人事業者であり、確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載
がなく（又は「0円」）、対象月及び比較年の同月において雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業
活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの（以下「業務委託契約等収入」
という。）を主たる収入として得ている場合には、当該収入を売上とする。

なお、申請者が個人事業者であり青色申告を行っている者で、以下のいずれか①～③を満たす者
の場合は、白色申告を行っている者と同様の売上定義とする。
① 所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合
② 所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合
③ 合理的な事由により青色申告決算書を提出できないものと事務局が認める場合

（8）交付額の算定方法 -売上の定義-
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売上とは？

法人
個人事業者

(事業収入がある方)

個人事業者
(雑所得又は給与所得が
主たる収入の方)

2021年の
月別売上

対象月の月間事業収入等が確認できる売上台帳等の金額

比較年の
月別売上

法人事業概況説明
書の月別の売上金
額

【青色申告（一般用）】
所得税青色申告決算書
2ページ目の対象月の月別売
上金額

【青色申告（農業所得用）
もしくは白色申告】
1年間の売上※1÷12
(1円未満切り捨て)

1年間の売上※2÷12
(1円未満切り捨て)



各月の比較年の選択には下記の条件がございますので、ご注意ください。

（9）交付額の算定方法 -各月の比較年選択方法-
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各月の比較年の選択にご注意ください

申請区分
(酒類販売事業者枠は
「酒類枠」と表示)

各月の比較年の選択方法

②酒類枠（拡大）

比較年は2019年、2020年のどちらでも選択可能です。

対象月の売上減少割合が15%以上30%未満だった場合、対象
月の前月の売上比較においても、比較年は2019年、2020年のど
ちらでも選択可能です。
（例:8月は2019年、7月は2020年を選択可能）

②酒類枠（上乗せ）

対象月の比較年は国の月次支援金の比較年と一致している必
要があります

【認められる例】○
国の月次支援金（8月）の比較年は2019年
⇒応援金（8月）の比較年も2019年（申請可能）

【認められない例】×
国の月次支援金（8月）の比較年は2020年
⇒応援金（8月）の比較年は2019年（申請不可）

①一般枠 比較年は2019年、2020年のどちらでも選択可能です。

③一般枠＋
酒類枠（拡大）

一般枠で選択した比較年と酒類枠の比較年が一致している必
要ががあります

【認められる例】○
一般枠8月の比較年を2019年として選択
⇒酒類枠8月の比較年は2019年（申請可能）

【認められない例】×
一般枠8月の比較年を2019年として選択
⇒酒類枠8月の比較年は2020年（申請不可）



応援金（一般枠）の交付額は、2019年又は2020年（比較年）の7月・8月・
9月各月の売上額から2021年7月・8月・9月（対象月）各月の売上額を差し引
いたものとします。（中小法人:上限15万円/月、個人事業者:上限7.5万円/月）

（10）交付額の算定方法 -算定式・算定例-
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■交付額の算定式

Ｓ：交付額

Ａ：比較年の7月・8月・9月の売上額

Ｂ：対象月の売上額

Ｓ＝ A ー B （上限：中小法人：15万円/月、個人事業者：7.5万円/月）

【一般枠】の交付額は？

交付額の算定例(個人事業主で青色申告の場合)

具体的な申請額計算書の記入例についてはリーフレット9～10ページをご確認ください。
（リーフレットは特設サイト「資料ダウンロード」にて入手できます）

2019 /2020 年
7月 8月 9月

50 15 40

2021年
7月 8月 ９月

15 10 24

単位：万円

A1

B1

A2

B2

【8月分】

2019年又は2020年の8月の売上：15万円

2021年8月の売上：10万円

❶ 交付対象の判定
売上減少割合の算定：売上減少額5万円
（ 15万円－B2 10万円）÷ 15万円=33 ％

（小数点以下切り捨て）

⇒ 売上減少割合が30％以上50%未満となるため
交付対象

❷ 交付額の算定
売上減少額5万円<7.5 万円（上限額）
⇒ S2:8月分の交付額5万円

総交付額：7月分の交付額＋8月分の交付額＋9月
分の交付額＝０万円＋5万円+7.5万円＝12.5万
円

【7月分】

2019年又は2020年の7月の売上：50万円

2021年7月の売上：15万円

❶ 交付対象の判定
売上減少割合の算定：売上減少額35万円
（ 50万円－ 15万円）÷ 50万円=70 ％
⇒ 売上減少割合が50％以上となるため交付対象外

【9月分】
2019年又は2020年9月の売上：40万円

2021年9月の売上：24万円

❶ 交付対象の判定
売上減少割合の算定：売上減少額16万円
（ 40万円－ 24万円）÷ 40万円=40 ％

⇒ 売上減少割合が30％以上50％未満となるため
交付対象

❷ 交付額の算定
売上減少額16万円>7.5 万円（上限額）
⇒ S3:9月分の交付額7.5万円

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A3

B3

A1 B1 A2B2

A3 B3

A1 A2

A3



応援金（酒類枠）の交付額は、2019年又は2020年（比較年）の8月・９月各
月の売上額から2021年8月・９月（対象月）各月の売上額を差し引いたものです。
なお、売上減少割合が50% 以上の場合は、売上減少額のうち、国の月次支援金によ
る補填後の不足分を交付します。

（10）交付額の算定方法 -算定式・算定例-
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■交付額の算定式【売上減少割合が50％以上の場合（国の月次支援金の交付が前提）】
Ｓ：交付額 Ａ：比較年の８月・9月の売上 Ｂ：対象月の売上
C：対象月の月次支援金の交付額（交付前は申請額）
S＝ A ー B ー C
（売上減少割合50%以上70％未満の上限額 中小法人：20万円/月、個人事業者：10万円/月）
（売上減少割合70%以上90%未満の上限額 中小法人：40万円/月、個人事業者：20万円/月）
（売上減少割合90%以上の上限額 中小法人：60万円/月、個人事業者：30万円/月）

■交付額の算定式【売上減少割合が15％以上50％未満の場合】
Ｓ：交付額 Ａ：比較年の8月・9月の売上 Ｂ：対象月の売上
Ｓ＝ A ー B
（売上減少割合15%以上50％未満の上限額 中小法人：20万円/月、個人事業者：10万円/月）
※ただし売上減少割合が15%以上30%未満の場合は対象月の前月の売上減少割合が15%以上である
ことも必要です

【酒類枠】の交付額は？

2019/2020 年
8月 9月

50 40

2021年
8月

15 30

単位：万円

2019年又は2020年の8月の売上：50万円

2021年8月の売上：15万円

❶ 交付対象の判定
売上減少割合の算定：売上減少額35万円
（ 50万円－ 15万円）÷ 50万=70 ％
⇒ 売上減少割合が30％以上となるため交付対象
売上減少割合が50%以上のため、国の「月次支援金」
の交付（交付前は申請）が要件となり、
月次支援金を控除して交付額を算定することになります。

❷ 交付額の算定
売上減少額35万円ーC 月次支援金10万円
＝25万円＞20万円（上限額※）
※同月比70%以上減少しているため、上限額は
20万円になります。
⇒ S1:8月分の交付額20万円

A1

B1

交付額の算定例(個人事業主で青色申告の場合)

具体的な申請額計算書の記入例についてはリーフレット9~10ページをご確認ください。
（リーフレットは特設サイト「資料ダウンロード」にて入手できます）

A1

B1

A2

B2

2019年又は2020年の9月の売上：40万円

2021年9月の売上：30万円

❶ 交付対象の判定
売上減少割合の算定：売上減少額10万円
（ 40万円－B  30万円）÷ 40万円=25 ％
⇒ 売上減少割合が15％以上30%未満のため、対象
月の前月の売上減少割合が15%以上であることが要
件となり、前月（8月）の売上減少割合を算定します。
（ 50万円－ 15万円）÷ 50万円=70 ％

⇒ 売上減少割合が15％以上30%未満、かつ、前
月の売上減少割合が15%以上となるため交付対象

❷ 交付額の算定
売上減少額10万円<=10 万円（上限額）
⇒ S2:9月分の交付額10万円

A2

B2

総交付額： 8月分の交付額＋9月分の交付額＝20万円＋10万円＝30万円

A1 B1 A1 B2A2 A2

A1 B1 A1

【8月分】 【9月分】



【8月分】（一般枠＋酒類枠）

2019年又は2020年の8月の売上：50万円

2021年8月の売上：35万円

❶ 交付対象の判定
売上減少割合の算定：売上減少額15万円
（ 50万円－ 35万円）÷ 50万円=30 ％

⇒ 売上減少割合が30%～50％であるため交付対象

❷ 交付額の算定（酒類枠）
売上減少額15万円>10 万円（酒類枠の上限額）
⇒ 酒類枠分の交付額 S1:10万円

❸ 交付額の算定（一般枠）
売上減少額15万円－8月の酒類枠の交付額10万円
＝5万円<7.5 万円（一般枠の上限額）
⇒ 一般枠の交付額 S2：5万円

⇒ 8月の総交付額 S = S1 + S2 =10万円（酒類
枠）＋5万円（一般枠）＝15万円

【9月分】（一般枠＋酒類枠）

2019年又は2020年の9月の売上：15万円

2021年9月の売上：10万円

❶ 交付対象の判定
売上減少割合の算定：売上減少額5万円
（ 15万円－ 10万円）÷ 15万円=33.3 ％

（小数点以下切り捨て）

⇒ 売上減少割合が30%～50％であるため交付対象

❷ 交付額の算定（酒類枠）
売上減少額5万円<10 万円（酒類枠の上限額）
⇒ 酒類枠分の交付額 S1: 5万円

❸ 交付額の算定（一般枠）
売上減少額5万円－9月の酒類枠の交付額5万円
＝0万円
⇒ 一般枠の交付額 S2：0万円

⇒ 9月の総交付額 S = S1 + S2 =5万円（酒類枠）
＋0万円（一般枠）＝5万円

応援金（一般枠＋酒類枠）の交付額は、まず酒類販売事業者枠の交付額を算定
したうえで、一般枠の交付額を算出します。一般枠の交付額は2019年又は2020
年（比較年）の8月・9月各月の売上額から2021年8月・9月（対象月）各月
の売上額を差し引いた額から、算定した酒類販売事業者枠の交付額を差し引いて
算定します。
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【一般枠＋酒類枠】の交付額は？

交付額の算定例(個人事業主で青色申告の場合)

2019 /2020 年
8月 9月

50 15

2021年
8月 9月

35 10

単位：万円

A2

B2

A2
B2

（10）交付額の算定方法 -算定式・算定例-

具体的な申請額計算書の記入例についてはリーフレット9～10ページをご確認ください。
（リーフレットは特設サイト「資料ダウンロード」にて入手できます）

A1
B1

A1

B1

総交付額： 8月分の交付額＋9月分の交付額＝15万円＋5万円＝20万円

■交付額の算定式

Ｓ：交付額 Ａ：比較年の8月・9月の売上額 Ｂ：対象月の売上額

Ｓ1:酒類枠分の交付額（8月・9月） Ｓ2:一般枠分の交付額（8月・9月）

Ｓ1＝ A ー B （上限：中小法人：20万円/月、個人事業者：10万円/月）

Ｓ2＝ A ー B ー S１（上限：中小法人：15万円/月、個人事業者：7.5万円/月）

S = S1 + S2

A1 B1 A1 B2A2 A2



2019年・2020年新規開業特例
2019 年1月から2020 年12月末までの間に設立した中小法人又
は開業した個人事業者等に対する特例

A：証拠書類等に関する特例

B：交付額等に関する特例

B-1

合併特例
2021 年1月から対象月までの間に合併した中小法人に対する特例B-3

連結納税特例
連結納税している中小法人に対する特例B-4

罹災特例
2018 年又は2019 年に発行された罹災証明書等を有する法人又
は個人事業者等に対する特例

B-5

法人成り特例
2021 年1月から対象月までの間に個人事業者から法人化した者に
対する特例

B-6

NPO法人・公益法人等特例
特定非営利法人又は公益法人等に対する特例、寄付金等を主な
収入源とする特定非営利活動法人に対する特例

B-8

─ 18 ─

特例にはどのようなものがある？

応援金の特例はA：「証拠書類等に関する特例」とB：「交付額等に関する特例」があります。

2021年新規開業特例
2021 年1月から2021 年3月末までの間に設立した中小法人又は
開業した個人事業者等に対する特例

B-2

事業承継特例
2021 年1月から対象月までの間に事業承継を受けた個人事業者
等に対する特例
（事業を行っていた者の死亡による事業承継の場合も含む）

B-7

詳細は
特設サイト
より

「特例について」を
ダウンロード
してご確認
ください

（11）特例について

2019 年7月から同年9月まで又は2020 年7月から同年9月まで
を期間内に含む全ての事業年度の確定申告書類について、合理
的な事由により提出できないものと事務局が認める場合

A-1


